
道の駅いぶすき整備・管理運営事業 質問回答

No. 質問対象
対象
ページ

質問の内容 市からの回答内容 回答日

1 配布資料 スライド９

スライド９の【整備面】④の項目で「駐車場スペー
ス整備（駐車場 68 台以上，レイアウトは自由提
案）」とあるが，スライド【参考⑥】で黄色く示さ
れた範囲に 68 台を整備すると理解してよろしいです
か。

スライド４の「都市公園内（特定公園施設）」で示された
緑色の範囲において，68 台以上整備するという市の水準を
満たした上で，レイアウトは自由に提案していただけま
す。ただし，国が整備する駐車場のレイアウトは固まって
いるため，車の動線は【参考⑥】で示すような動線になる
ことが想定されています。

令和８年３月６日

2 公募設置等指針 27 ページ

提出書類一覧のうち，様式８「役員等名簿」と様式
９「財務状況表」について，既に企業が有している
書式の書類を代用し，提出することは可能ですか。

様式８及び様式９については，既に企業で有している書類
を代用して提出することを可とします。ただし，それぞれ
の様式で提出を求めている内容を満たした書類を提出して
ください。

令和８年３月６日

3 公募設置等指針 19 ページ
利便増進施設は，必ず設置しなければならないので
すか。

公募設置等指針 19 ページに記載のとおり，利便増進施設
は任意提案により設置することが可能としています。その
ため，必ずしも設置する必要はありません。ただし，指宿
市屋外広告物条例により，「都市公園」エリアは第２種禁
止地域に指定されており，屋外広告物は規制されていま
す。利便増進施設（看板又は広告塔）を設置することによ
り，指宿市屋外広告物条例第６条第５項（適用除外）の規
定が適用されることになりますので，その点を考慮し，検
討してください。

令和８年３月６日

4 公募設置等指針 ６ページ

認定有効期間 20 年間に，公募対象公園施設の解体期
間を含むとあるが，都市公園法第６条に基づく占用
許可によって，解体期間を充てることはできません
か。

解体期間は占用許可では対応できかねます。ただし，公募
設置等指針６ページの(5)に記載のとおり，認定計画提出
者と市と協議の上，公募対象公園施設を解体・原状回復せ
ず，設置管理許可を行う場合があるため，その適用で営業
期間を延長することは可能と考えています。

令和８年３月６日



5 公募設置等指針 ６ページ

(4)のとおり，指定管理期間は５年ごとに更新すると
あるが，20 年を超えて事業を継続する場合は，５年
間ではなく，例えば１年間や３年間などの期間を設
定することは可能ですか。

20 年を超えて事業を継続する場合の指定管理期間について
は，認定計画提出者と市で協議を行い，指定管理期間を決
定したいと考えています。質問のとおり，５年間という期
間にとらわれず，期間を設定することは可能と考えていま
す。

令和８年３月６日

6 参考資料７

指宿市工場等設置奨励条例に基づく補助金のうち，
施設整備費補助金について，今回の事業は要件の③
のうち，「ア 新設・増設」，「イ 移転・改築」の
いずれに該当しますか。

「ア 新設・増設」の要件に該当します。 令和８年３月６日

７ 参考資料５

本事業に係る公募対象公園施設及び特定公園施設内
の施設配置やレイアウト検討のため，都市公園内の
電子地形データ（国整備分の最新情報を含む）を借
用させていただきたい（２次元，３次元データ
等）。

参考資料５「特定公園施設（整備）設計図書」に関する
CAD データ（平面図及び取壊し詳細図）を希望する事業
者に提供させていただきます。

令和８年３月 12 日

８ 公募設置等指針 22 ページ
④に記載の「代替信用補完措置」について，提出す
べき書類をご教示ください。

応募法人（代表構成団体及び構成団体）で，債務超過等で
参加資格を満たしていない法人がある場合には，参加資格
を満たしていない法人が担う事業における債務を保証する
保証書，第三者（親会社・グループ会社を含む）による履
行保証等（任意様式）を付してください。なお，第三者
（親会社・グループ会社を含む）による履行保証等を提出
する場合は，第三者の財務諸表※「貸借対照表，損益計算
書，株主資本等変動計算書（純資産変動計算書），キャッ
シュフロー計算書（作成している法人のみ），注記等」も
併せて提出してください。
※財務諸表は，公募設置等指針 27 ページの【別表：提出
書類一覧】のうち，⑪で示す書類を指す。

令和８年３月 27 日



９ 公募設置等指針 21 ページ

５「道の駅いぶすき再整備中の仮設店舗営業」につ
いて，備品（陳列棚，机等）は，市でご準備いただ
けるとの認識ですが，仮設店舗営業終了後の備品の
取扱い（継続活用の可否）について，ご教示くださ
い。

仮設店舗営業の際は，現在の彩花菜館で使用している市の
備品（陳列棚，机等）を活用して対応していただくことを
想定しています。
また，仮設店舗営業で使用した備品については，新たに設
置する公募対象公園施設内で継続して活用することは可能
と考えております。ただし，その場合は，市の備品を認定
計画提出者に売却，もしくは譲渡するかなどについては，
市と認定計画提出者との協議により決定することとしま
す。

令和８年３月 27 日

10 公募設置等指針
10 ページ
12 ページ

テナント貸しの条件について，第三者（飲食テナン
ト等）への業務委託や定期建物賃貸借契約を行う場
合，市の事前承認基準はどのようなものになります
か。

テナント店舗（飲食等）の入居や変更の際は，事前に市に
書面にて報告し，承認を得ていただきます。報告の際は，
第三者（テナント店舗の運営者等）との業務委託契約や賃
貸借契約を示す書類とともに，第三者の会社概要や役員等
名簿，その他市が求める書類を提出してください。

令和８年４月 17 日

11 公募設置等指針 11 ページ

備品の区分けについて，指定管理料で購入する備品
（第Ⅱ種備品）と，市からの貸与備品（第Ⅰ種備
品）の具体的な区分けと，現状引き継げる備品リス
トはありますか。

第Ⅰ種備品と第Ⅱ種備品の区分及び備品リストは，別添の
追加資料①に示すとおりです。公募対象公園施設で使用す
る備品については，認定計画提出者にて準備していただく
想定としています。ただし，市の備品の使用を希望される
場合は，認定計画提出者に売却もしくは譲渡するか等につ
いて，市と認定計画提出者との協議により決定することと
します。

令和８年４月 17 日

12

公募設置等指針
及び

特定公園施設建設
譲渡契約書(案)

32 ページ

契約におけるペナルティ（契約未締結・債務不履行
解除・独占禁止法違反・不可抗力等）について記載
がありませんが，ご教示ください。

契約におけるペナルティについては，基本協定書(案)や建
設・譲渡契約書(案)に「契約不適合責任」や「不可抗
力」，「債務不履行」等が盛り込まれております。ただ
し，現在公表している基本協定書(案)及び建設・譲渡契約
書(案)については，あくまで現時点における案であり，設
置等予定者が決定し，協定締結に向けた協議の中で，市と
設置等予定者との間で，ご指摘の事項も踏まえて，検討・
協議していきたいと考えています。

令和８年４月 17 日



13 公募設置等指針 ２ページ

「みなとオアシスいぶすき」構成施設としての活動
協力について，具体的な活動内容とそれに伴う費用
負担はどのくらいありますか。

「みなとオアシスいぶすき」としてのイベントへの積極的
な参加や協力（ポスター掲示等のお願い）はありますが，
それに伴う特段の費用負担はないものと考えています。

令和８年４月 17 日

14 公募設置等指針 ３ページ

彩花菜館の解体時期について，工期内であれば，事
業者側で任意に設定可能でしょうか。また，解体後
の跡地を活用した建築計画を策定することは可能で
しょうか。

工期内であれば，彩花菜館の解体時期は認定計画提出者が
任意に設定できます。彩花菜館の解体時期も含めた整備工
事の工程及びスケジュールは応募書類（公募設置等計画）
でお示しください。また，彩花菜館跡地に公募対象公園施
設を整備すると，市が申請する社会資本整備総合交付金の
対象外となることから，跡地は特定公園施設として整備す
ることで計画してください。

令和８年４月 17 日

15 公募設置等指針 ９ページ

EV 充電スポットは急速充電すると，受変電設備を含
む設備費が大きく掛かります。整備に補助金を活用
することは可能でしょうか。

EV 充電スポットを整備するにあたり，認定計画提出者の
責任で補助金を活用することは可能と思われます。市と認
定計画提出者との間で，補助金活用については協議してい
きたいと考えています。補助金申請時の申請作業について
は，認定計画提出者の負担となります。

令和８年４月 17 日

16 公募設置等指針 ９ページ

国が整備する浄化槽を共同利用してよいとあります
が，使用料金の負担率はどのように計算されるので
しょうか。この浄化槽に接続する場合，公募対象公
園施設側からの配管はあるのでしょうか。また，設
定されている汚水処理量 45.6 ㎥の根拠をご教示くだ
さい。

浄化槽に係る清掃，点検，検査等の料金については指定管
理料に含まれており，認定計画提出者（指定管理者）の負
担となります。また，令和８年度中に，新たな浄化槽（国
整備）と彩花菜館の配管を国が整備することになっていま
す。そのため，彩花菜館の解体後，公募対象公園施設と新
たな浄化槽とをつないで，共同利用することも可能です。
また，汚水処理量については完成後の駐車ます数から算定
しております。

令和８年４月 17 日

17 公募設置等指針 15 ページ

事前調査業務（必要に応じて行う，現況測量，地盤
調査，土壌調査等を含む）が事業者の場合，手数料
が必要な場合は事業者負担でしょうか。また，彩花
菜館建設時の資料を提供していただくことは可能で
しょうか。

事前調査業務に係る手数料等については，すべて認定計画
提出者の負担となります。また，彩花菜館建設時の資料に
ついては，現在，公募関連資料としてお示ししている以上
の資料を持ち合わせておりません。

令和８年４月 17 日



18 公募設置等指針 15 ページ

９ページで公募対象公園施設は設計図書を市の「確
認」を受けるとあり，16 ページで特定公園施設は設
計図書の「承諾」を得るとあります。承諾は市が行
うのでしょうか。また，確認との違いは何でしょう
か。

「承諾」は市が行います。特定公園施設については，整備
後に市へ譲渡され，また，国へ交付金を申請することか
ら，整備内容について「承諾」を得てください。公募対象
公園施設については，公募設置等計画の認定により，計画
全体の認定をしていることから，「確認」としているとこ
ろです。

令和８年４月 17 日

19 公募設置等指針 15 ページ

16 ページで特定公園施設は設計図書の「承諾」を得
るとありますが，承諾を受けるために必要な期間は
どの程度でしょうか。

一概に承諾までの期間をお示しすることは難しいです。設
計協議期間に，随時，協議していただければ，承諾までの
期間は短くなると考えています。

令和８年４月 17 日

20 公募設置等指針 17 ページ

避難所として活用するにあたり，具体的にはどのよ
うな備品や設備が必要になるでしょうか。自治体側
から具体的な仕様の要望はありますでしょうか。

市では，道の駅いぶすきを災害時における一次的な避難所
として想定しています。また，その備品や設備は市で準備
することを想定しており，認定計画提出者（指定管理者）
には管理（清掃，防虫等）をお願いしたいと考えておりま
す。ただし，公募対象公園施設等で，避難所として有効な
備品や設備を認定計画提出者が提案することは可能です。

令和８年４月 17 日

21 公募設置等指針 17 ページ

国側の敷地内では，どのような計画・備蓄を想定さ
れていますか（例：屋外防災機能やマンホールトイ
レの設置，備蓄品の品目など）

現状の計画では，防災倉庫，発電機室，受水槽を設置予定
と伺っています。防災倉庫内への備蓄内容については，現
在，国が検討中であり，現時点では回答できかねます。

令和８年４月 17 日

22 公募設置等指針 20 ページ

自転車駐車場から得られる収入とありますが，駐輪
場の使用料を徴収した場合のことでしょうか。駐輪
場屋根は必要でしょうか。国側駐輪場を兼用してよ
いのでしょうか。

自転車駐車場の使用料（収入）については，お見込みのと
おりです。また，自転車駐車場の屋根は必須ではありませ
ん。国側駐輪場においては，現在のところ，自転車駐車場
の整備計画はありませんが，二輪車駐車場の整備計画はあ
ります。自転車駐車場（無料）は，特定公園施設整備にお
いて必須ではなく，任意の提案により設置可能です。ま
た，自転車駐車場（有料）については，基本的には利便増
進施設として提案が可能です。

令和８年４月 17 日



23 公募設置等指針 26 ページ

応募登録及び応募にあたり，令和８・９年度指宿市
競争入札参加資格審査申請提出の条件はありますで
しょうか。

公募設置等指針 22～23 ページに記載の「(2)応募者の資
格」⑩のとおり，特定公園施設の整備工事を担う法人等ま
たは構成団体のうち，少なくとも１者は指宿市競争入札参
加資格を有し，かつ指宿市内に住所を有することとしてお
ります。それ以外の法人等または構成団体においては，
「(2)応募者の資格」の①～⑩を満たし，「(3)欠格事項」
に該当しなければ，とくに指宿市競争入札参加資格への審
査申請は必要ありません。

令和８年４月 17 日

24 公募設置等指針 29 ページ

第二次審査では，模型・パネル等の持ち込みも可と
ありますが，動画を用いたプレゼンテーションも可
能でしょうか。

可能です。動画も含めて，プレゼンテーション用の資料
（パワーポイント形式）は，市が指定する期日までに
CD-R または DVD-R で提出をお願いします。ただし，模
型やパネル等については，プレゼンテーション審査当日
に，応募者の責任において持参してください。

令和８年４月 17 日

25
指定管理
業務仕様書

２ページ

開館時間は，提案により市と協議の上決定とありま
すが，一部の店舗を予約制や貸し切りなどを導入す
ることは可能でしょうか。

可能です。公募対象公園施設の開館時間は，認定計画提出
者の提案に基づき，利用者の利便性向上や道の駅周辺との
調和等を考慮し，市と協議の上，決定します。また，地場
産品直売所とは別に，公募対象公園施設の一部店舗につい
て開館（営業）時間を変えたり，予約制・貸し切り等の運
営を導入することも可とします。

令和８年４月 17 日

26 その他
建築確認申請を行う際は，国施設敷地と公園敷地は
１敷地として考えてよいのでしょうか。

建築確認申請においては，国施設敷地と公園敷地は，別々
の敷地として考えてください。

令和８年４月 17 日

27 その他
公募対象公園施設の耐震安全性の目標の分類は規定
されていますか。任意ですか。

公募対象公園施設の耐震安全性の目標は，次に示すとおり
です。「構造体」はⅢ類。「建築非構造部材」は B 類。
「建築設備」は乙類。

令和８年４月 17 日



28 公募設置等指針 ９ページ

既存の樹木及び植栽の取扱いについて，参考資料５
では，ヤシ（存置）等を除いて撤去になっています
が，すべて撤去・処分でよろしいですか。また，ス
タンドベンチへ向かう階段周辺にも植栽がありまし
たが，すべて撤去・処分と考えてよろしいですか。

既存の樹木及び植栽の取扱いについては，ご質問のとお
り，ヤシ（存置）等を除いて全て撤去で考えています。た
だし，市と認定計画提出者との協議により，健全な生育状
況の樹木等については，移植も可能とします。

令和８年４月 17 日

29 公募設置等指針 18 ページ

法面部に植生する樹木等は，伐根ではなく，根の部
分の幹を抜いた状態でモルタル吹付に支障がない状
態であればよろしいでしょうか。（伐根であれば，
法面一部が欠損する可能性があるため）

法面部に植生する樹木等については，ご質問のとおり，モ
ルタル吹付に支障がない状態までの伐採で可とします。

令和８年４月 17 日

30 公募設置等指針 18 ページ
モルタル吹付部の表土剝ぎ取りは，10cm でよろしい
でしょうか。

既存法面勾配を活かした施工を想定しているので，モルタ
ル吹付厚さ相当の表土剥ぎ取りで可とします。

令和８年４月 17 日

31 公募設置等指針 17 ページ
解体撤去後の良質土の埋め戻しについて，展望台撤
去の砂質土を再利用してよろしいでしょうか。

展望台付近の掘削土は，彩花菜館解体撤去後の埋戻し等，
公園内の工事にて流用可能です。

令和８年４月 17 日

32 公募設置等指針 18 ページ

モルタル吹付工及びカラーコンクリート舗装工の顔
料について，茶色系とありますが，色彩の指定があ
りますか。

茶色はあくまでも積算上の想定色であり，色彩の指定はあ
りません。色彩等景観については，市と認定計画提出者と
の協議により，指宿市景観計画を考慮して決定します。

令和８年４月 17 日

33 公募設置等指針 12 ページ

陳列棚，冷蔵ショーケース等の備品は，市側で準備
するという認識でよろしいでしょうか。（市が貸与
する備品）

新たに設置する公募対象公園施設内で導入する備品は，認
定計画提出者に準備していただく想定としております。た
だし，市の備品の使用を希望される場合は，認定計画提出
者に売却もしくは譲渡するか等について，市と認定計画提
出者との協議により決定することとします。

令和８年４月 17 日



34 公募設置等指針 13 ページ
販売方法について，POS レジは市側で準備するとい
う認識でよろしいでしょうか。

POS レジについては，認定計画提出者に準備していただく
想定としております。ただし，市の備品の使用を希望され
る場合は，認定計画提出者に売却もしくは譲渡するか等に
ついて，市と認定計画提出者との協議により決定すること
とします。

令和８年４月 17 日

35
指定管理
業務仕様書

15 ページ

市等の施策，イベントに対する協力とありますが，
イベントは年何回を想定されていますか。また，事
業者側の増員対応等も想定されていますか。

道の駅及びその周辺における市主催イベントの開催は想定
しておりませんが，菜の花マラソンや菜の花マーチ等のイ
ベント等について，周知（ポスター掲示等）の協力をいた
だくことがあります。

令和８年４月 17 日

36
指定管理
業務仕様書

15 ページ
自動販売機等の設置における行政財産使用料につい
て，料金等をご教示ください。

自動販売機の公園使用料は，１平方メートル１月につき
100 円です。

令和８年４月 17 日

37 参考資料６ ２ページ

バーコードラベルの代金は，商品販売代金から差し
引き精算とありますが，現在ラベル１枚当たり，い
くらで精算されているのですか。

現在，バーコードラベルは１枚あたり２円で精算されてい
ます。

令和８年４月 17 日

38 参考資料６ ２ページ

POS レジ及びバーコードラベル等のシステム一式
は，どのような契約形態となっているのでしょう
か。また，保守メンテナンスに関しても，費用，頻
度をご教示ください。

現在の POS レジ及びバーコードラベル等のシステム一式
については，保守点検の契約を一括して指定管理者が行っ
ています。その費用については１月あたり約４万円となっ
ています。

令和８年４月 17 日

39 参考資料６ ４ページ
現在，販売する商品における万引きリスクはどのよ
うになっているのか，ご教示ください。

万引き等を含む出荷物の紛失に関するリスクについては，
現在は，参考資料６「道の駅いぶすき特産物直売所運営要
領」第 16 条第２項のとおり，「商品の破損及び紛失等
は，原則として出荷者の負担とする」となっています。ま
た，万引きリスクへの対応としては，館内に防犯カメラを
設置したり，お客様出入口を１箇所に絞ったりすることで
リスク軽減を図っています。

令和８年４月 17 日



40 公募設置等指針 11 ページ

本事業において，不特定多数の休憩兼飲食スペース
を設置する場合に導入する椅子及びテーブル等の備
品について，その区分についてご教示ください。ま
た，現行のレストランに設置されている椅子及びテ
ーブルは，市の備品として位置付けられるものか，
併せてご教示ください。

新たに設置する公募対象公園施設内で導入する備品は，認
定計画提出者に準備していただく想定としております。た
だし，市の備品の使用を希望される場合は，認定計画提出
者に売却もしくは譲渡するか等について，市と認定計画提
出者との協議により決定することとします。また，現行の
レストランに設置されている椅子及びテーブルについて
は，いずれも市の備品（第Ⅰ種備品）であり，市から指定
管理者へ貸与しているものです。

令和８年４月 17 日

41 その他

国土交通省整備の受水槽横のスペース（大型駐車ま
す）の通行は可能でしょうか。公募対象公園施設，
特定公園施設の工事期間中の車両の通行，整備後の
キッチンカーの通行が可能であるか等，ご教示くだ
さい。

国土交通省整備の受水槽横のスペース（大型駐車ます）に
ついては，車両通行不可です。

令和８年４月 17 日

42 様式６

様式６に記載する応募グループの構成表及び役割分
担について，代表法人，構成法人に加えて，応募グ
ループには入らないが，協力法人（協力企業）につ
いて別途，欄を追加して記入してもよいでしょう
か。

代表法人及び構成法人以外の，応募グループに入らない企
業については，様式 14「公募設置等計画」において役割分
担等を記入するようにしてください。様式６に別途，欄を
設けて，協力法人を記載することはできません。

令和８年５月１日

43
様式 14

公募設置等計画の
副本

様式 14「公募設置等計画」の副本における記載内容
について，応募者（代表構成団体及び構成団体）以
外のテナントや下請け，連携・協力団体等は，副本
に社名やロゴ，店舗イメージ等を掲載してもよいで
しょうか。

様式 14「公募設置等計画」の副本において，応募者（代表
構成団体及び構成団体）が特定できる表現は差し控えてい
ただきますが，公募対象公園施設等のテナント（入居する
借り手）や下請け，連携・協力する団体については，社名
やブランド名（ロゴ等も含む），店舗の運営イメージ（写
真等）を掲載しても差し支えありません。ただし，掲載す
るテナントやブランド等については，その権利を有する企
業からの承諾を得ているものに限ります。

令和８年５月７日


